
・毎年7 月中旬に、有効期限が翌年 7 月 31 日の資格確認書もしくは資格情報のお知
  らせが一斉に世帯主あてに送付されます（窓口での手続きは不要です。マイナ保険
  証の保有有無によって、送付するものが異なります）。
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8
子ども・子育て支援金を
国民健康保険料とあわせて徴収します

子ども分

　令和８年度は保険料率・賦課限度額（年間保険料
の上限額）を下表の太字・下線の保険料率・金額に
改定し、子ども分が加わります。

　国民健康保険料は、医療分・支援分・
介護分（４０歳から６４歳の人）の３本
立てでしたが、令和８年度からは「子ど
も・子育て支援金」が加わり、子ども分
を含めた４本立ての保険料になります。
　この支援金は、令和８年度の子ども・
子育て支援金制度創設に伴い、こども
や子育て世帯を社会全体で応援するた
め、国民健康保険などの各医療保険者
が国に納めるものです。

子ども・子育て支援金を
国民健康保険料とあわせて徴収します

8

支援分

・対象となる人には、受診券を発行します。

・国保加入前の健康診査の結果は、健康管理の継続のため国保に引き継がれます。
  引き継ぎを希望しない場合は、保険年金課健康支援推進室までご連絡ください。

3.1％ 2.5％ 0.27％7.4％

14,700 円 7,200 円 14,100 円 1,600 円

19,200 円 9,000 円

17万円 3万円67万円 26万円

36



資格確認書等の内容を訂正するとき（※５）



資格確認書等の内容を訂正するとき（※５）

※ 3 マイナ保険証を利用できる医療機関等では、原則各種認定証の提示が不要のため、申請の必要はありません。
　　 各種認定証の提示が不要になるかは医療機関等へお問合せください。ただし、長期入院該当（17ページ）の人で食事代の減額を
　　 受ける場合は申請が必要です。


